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第２回 子ども・子育て支援新制度市民説明会の開催結果（要旨） 

 

▽日  時  平成２６年１０月１１日（土） 午前１０時００分～午前１１時４０分 

▽会  場  府中駅北第２庁舎 ３階 会議室 

▽市出席者  子ども家庭部長、子ども家庭部次長、子育て支援課長、子育て支援課主幹、 

       子育て支援課長補佐、保育支援課長補佐、児童青少年課長、教育部長、 

学務保健課長、子育て支援課推進係長、保育支援課管理係長、 

保育支援課認定給付係長、学務保健課学務係長 他 

▽市民参加者 ２００名 

▽配布資料  ・説明会次第 

       ・資料１ 子ども・子育て支援新制度の概要 

       ・資料２ 保育所・幼稚園等の利用について 

       ・参考資料 子ども・子育て支援新制度「なるほどＢＯＯＫ」 

 

▽説明会要旨 

 

次第１ 挨拶 

 

～子ども家庭部長より挨拶～ 

 

次第２ 説明 

（１）子ども・子育て支援新制度の概要 

（２）府中市子ども・子育て支援計画（案）の概要 

（３）保育所・幼稚園等の利用について 

 

～子育て支援課推進係長・保育支援課認定給付係長より、 

（１）（２）･･･資料１、（３）･･･資料２に基づき説明～ 

 

次第３ 質疑応答 

 

質問：①保育料の算定根拠が所得税から市民税に変更となる理由は。 

②この変更によってどのような世帯に影響があるか。来年度の保育料が３月まで最終決定 

しないとのことで不安があるが、どのように考えておけばよいか。 

回答：①現状は、幼稚園の保育料の補助金等は市民税、保育所の保育料は所得税により算定され 

ているが、これを統一するということで、新制度は市が実施主体となるため、市民税を 

算定根拠とする。 

   ②保育所は現状の所得階層による保育料の水準を維持する予定。どういう方に影響が出る 

    かについては、国では推定の所得階層を設定し、同じ推定年収であれば同じ保育料と 

いうことを想定しており、市においてこれに基づき設定していく。 
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質問：①新制度では毎年９月に保育料が切替になるとのことだが、認定証交付の際に設定される

ということでよいか。とすると、切替時に改めて認定申請等の手続きが必要となるのか。 

   ②資料２・１０ページ、１号認定の利用者負担額について、現在の補助事業を踏まえて設

定となっているが、公立幼稚園については、現行の保育料・入園料と同じと考えてよい

のか。 

回答：①市側の作業として利用者の市民税情報を確認し、新たな利用者負担について通知をする

予定。利用者の方の手続きは不要で、改めて認定証を交付することはない。 

   ②公立幼稚園の保育料についても、資料２・９ページのイメージのとおり収入に応じた保

育料となり、新制度に移行する私立幼稚園に準じた形で３月に最終決定する。 

 

質問：学童クラブが４年生以上も入会できるようになることは理解したが、実施時間について、

現在は１７時までは子どもが自分で帰る、１７時～１８時は親が迎えに行く、１８時以降

はトワイライトステイ等の別の事業を利用し、その施設に親が迎えに行くことになるが、

お迎えなどが大変である。市のほうで改善策の検討をしているか。 

回答：新制度における学童クラブの改正点は、受入対象学年の拡大である。実施時間等について

はこれまでも様々なご要望があるが、来年度は現行どおり実施する予定。お迎えについて

も、安全性の面から１７時以降はお迎えに来ていただくということでご理解いただきたい。 

 

質問：保育所の整備について、駅から徒歩圏内の保育所のニーズが高いと思うが、市では課題と

して捉えているか。捉えているのであれば、どのような対策を考えているか。 

回答：現在、認証保育所は駅前の設置を基本としているが、認可保育所は一定以上の施設規模が

求められるため、駅前設置は難しい状況にある。国は平成２９年度までに待機児童解消を

目指しており、府中市においても７か所の認可保育所を整備する計画案となっている。 

質問：その７施設は駅の近くでと考えてよいか。 

回答：整備に当たっては市内６エリアにおいて施設のバランスに配慮しつつ、待機児童の状況も

踏まえて整備を進めていきたいと考えている。 

質問：エリアの中でも、ニーズの高い駅の近くを考慮して選定をするということでよいか。 

回答：駅の近くになるかは未定である。認可保育所は、園庭を確保することが難しい駅前や繁華

街、娯楽施設のあるところには設置することが難しいものと考えているが、適地があれば

検討していく。 

要望：難しい状況だということは理解したが、ぜひ量だけではなく質や内容を考慮して選定して

いただきたい。 

 

質問：保育所の募集の際に保育標準時間認定が何人、保育短時間認定が何人というように枠を分

けて設定されるのか。短時間ができたことで、標準時間の枠が今までより減ったり増えた

りということはあるか。 

回答：制度としては枠を分けて設定することもできることとされているが、府中市では、標準時

間と短時間を分けて枠を設定することは考えていない。それぞれの認定区分によって利用

していただく。また選考の際にも差を付けることもない。 

新制度において、短時間という考え方が出てきた理由としては、利用者の方がより利用し
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やすいようにということと、施設側からしても、例えば幼稚園が認定こども園に移行する

際に、短時間の保育時間であれば移行がしやすいということもあるかと思われる。 

 

質問：新制度に移行しない私立幼稚園１５施設については、現行の仕組みと変わらず、保育料は

園ごとに設定され、それに対して補助金が出るということでよいか。新制度に移行する２

施設はどこか。 

回答：新制度に移行しない私立幼稚園については、ご指摘のとおり、現行の仕組みが継続される。

移行を予定している私立幼稚園は、府中文化幼稚園と府中あおい幼稚園である。 

 

質問：①新制度に移行しない園を利用する場合の補助金は変わらないのか。 

   ②多子世帯軽減についてはどうなるか。 

   ③幼稚園は、今後は新制度に移行していく方向なのか。 

   ④計画の中では５年後も公立幼稚園が３施設としてカウントされている。廃園の方向性と

いう話を聞いたが、どうなるのか。 

回答：①移行しない幼稚園に対する就園奨励費補助金、保護者補助金などについては、国や都は

現行の水準を維持するという方向性を示しており、府中市においても同様に考えている。 

   ②移行するかどうかは、各幼稚園の判断による。新制度は消費税の引き上げ分の一部を財

源とする制度であるが、消費税が１０％に引き上げられるかどうかも未定のため、各幼

稚園とも様子をみているようだ。来年度以降、金額等が明確になると新制度に移行する

幼稚園も出てくるかもしれない。 

   ③多子世帯軽減については、新制度においても実施していくという国の方向性も出ており、

市でも実施する予定。ただし、補助金の制度との兼ね合いなども含めて、具体的な金額

については未定。 

   ④公立幼稚園は縮小・廃園の方向で検討を進めているところだが、具体的なスケジュール

は未定。なお、公立幼稚園を縮小・廃園する場合には、３年保育の私立幼稚園に行くの

か、２年保育の公立幼稚園に行くのかを保護者が選択できるよう、少なくとも３年前に

「この幼稚園は３年後に廃園します」というお知らせしていく予定。 

 

質問：公立幼稚園の保育料が 10,000 円から最大 25,700 円になる世帯もあるとのことだが、そう

した世帯に対する経過措置を検討しているか。検討していない場合には、その理由を教え

てほしい。 

回答：国基準の利用者負担を上限として設定していく予定である。保育料は収入に応じた応能負

担ということで、所得の高い方は上がり、所得の低い方は下がることになるため、公平な

負担と考えている。 

質問：他の市町村では在園児に対しては定額のまま又は何年かかけて値上げということも検討し

ているようだが。 

回答：２６市で公立幼稚園があるのは府中市と日野市のみ。日野市に状況を確認したところ、検

討中との回答で、定額維持又は軽減措置を実施するという情報は今のところ得ていない。 

質問：日野市に問い合わせてみたところ、高くても２万円を超えないとの回答があったが。 

回答：こちらからも日野市に確認したところ、そういう回答をしたということは聞けなかった。 
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質問：在園児への説明についてはどのように考えているか。保育料の仕組みが変わることを知ら

ない方も多いと思うが。 

回答：１学期終了時に、説明の文書をお渡ししている。また、今後時期をみてお知らせしていく。 

 

質問：利用者負担の算定根拠となる税の計算について、所得税は年末調整や確定申告で調整され

るが、市民税はその年の始めの３か月の所得で計算されていたように思う。そのため、３

か月間の所得が高ければ税が高くなると思うが、軽減措置等は検討しているか。 

回答：市民税も所得税と同様に各年１年間の所得に応じて課税されるため、３か月間の所得で差

がでるということはない。市民税は１年間の所得に応じて翌年６月に課税決定される。ま

た、所得税の控除は市民税でも反映される。毎年９月の保育料の切り替えについては、前

年１年間の所得に応じて課税された市民税額によって決定される。 

 

質問：２号・３号認定の決定の際に、保育標準時間か保育短時間かについてもあわせて認定され

るのか。もしくは、２号・３号認定を受けた後に利用者が標準時間か短時間かを選択でき

るのか。 

回答：提出いただいた書類をもとに、２号・３号認定に合わせて保育標準時間か保育短時間かの

認定を行う。 

 

質問：今後、新制度に関する様々な情報は、どのように発信されるのか。 

回答：市ホームページや広報紙、必要に応じてメール配信など、様々な媒体を通じて、タイムリ

ーに情報を発信していく。 

 

次第４ その他 

 

～子ども家庭部次長より挨拶 他～ 

 

以上 


